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表紙

事業報告
業務の適正を確保するための
体制及び当該体制の運用状況

計算書類
株主資本等変動計算書
個 別 注 記 表
（2025年１月１日から2025年12月31日まで）

上記事項につきましては、法令および当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいた
だいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。

なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様に
は、電子提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律でお送りいた
します。

第14期定時株主総会

その他の電子提供措置事項

（交付書面省略事項）

株式会社ｅＷｅＬＬ
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

(１) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

当社は、業務の適正を確保するための体制として、取締役会で決議した「業務の適正を確保する
ために必要な体制に係る基本方針」に基づき、内部統制システムの整備・運用を行っておりま
す。

内部統制システムの整備状況の概要は、以下のとおりであります。
ａ．当社における取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保する

ための体制
(a)取締役は、企業理念、法令、定款、社内ルールの遵守について自ら範を示しつつ使用人

の指導を行う。併せて、取締役会および経営会議等において、法令、定款等に対する違
反がないことを確認する。

(b)「財務報告に係る内部統制の基本方針」を遵守して財務報告の適正性を確保するととも
に、適切な体制の運用・整備・改善を行う。

(c)「反社会的勢力による被害の防止のための基本方針」を遵守し、反社会的勢力との関係
を遮断する。

(d)コンプライアンス体制をさらに有効・強固なものとするために、コンプライアンス委員
会の活動を継続する。

(e)社内および社外の内部通報窓口を設けてコンプライアンス体制の有効性を高める。
ｂ．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

(a)職務執行に関する情報は、法令に基づくものに加え「文書管理規程」等の諸規程に従
い、適切に保存および管理を行う。

(b)個人情報の管理について、「個人情報の保護方針」に準拠し、関連規程を整備する。
ｃ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(a)重要な経営課題については、取締役会規程等の社内規程に基づき、取締役会、経営会議
に上程して、その合理性およびリスクの予測・対応策を審議する。

(b)リスク管理体制を確保するためにリスク管理委員会を設置し、当社が抱えるリスク状況
の把握とその評価、制御等の全社的リスク管理を行い、その実施状況を取締役会に報告
する。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

(c)リスク抑制のため、決裁者は決裁権限規程に従って関係部署と合議をしたうえで決裁判
断をする。

(d)日常業務で発生し得るリスクの回避・最小化のため、業務遂行関係規程の充実を図る。
ｄ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(a)当社は、組織に関する規程において「組織規程」「決裁権限規程」「職務分掌規程」等
の社内規程を定め、職務の執行を効率的に行うために適切な体制を整備、確保する。

(b)取締役会および経営会議を定期的に開催し、取締役の担当業務に関する報告と審議を行
う。

(c)可能な限り権限委譲を行い、決裁のスピードアップ・効率化を図る。
ｅ．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する

事項
当社は、監査役が職務を補助すべき使用人を求めた場合には、その組織・要員を確保する。

ｆ．前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役が職務を補助すべき使用人を求めた場合には、その補助する使用人の異動、評価等は
監査役の意見を尊重したものとし、取締役からの独立性を確保する。
また、監査役の職務を補助する際は、監査役の指揮命令に従う。

ｇ．当社の監査役への報告に関する体制
(a)経営課題、主要な申請事項、日常の業務執行状況について、監査役が出席する取締役

会、経営会議にて取締役から報告を行う。
(b)主要な申請事項その他社内の重要な事項について、監査役は、随時、関係書類を閲覧

し、報告を受けることができる。
(c)取締役は、経営に著しい影響を及ぼすおそれのある事態が発生した場合、職務遂行に関

して不正行為・重大な法令違反等の事実が判明した場合には、直ちに、監査役に報告を
行う。

ｈ．前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保
するための体制
(a)監査役に報告を行った取締役および使用人に対し、そのことを理由として不利に取扱わ

ないこととし、その旨を当社の取締役、使用人に周知する。
(b)内部通報窓口に通報したことを理由とした不利益な取扱を禁止する旨を規程に明記す

る。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

ｉ．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行に
ついて生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務の執行のために必要な費用については、請求時速やかに処理するものとし、必
要に応じて事前に支払う。

ｊ．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)監査役は、経営状況に関する重要な会議および内部統制に関する重要な会合に参加し、

意見を述べることができる。
(b)監査役は、必要に応じ、社内の各部署に対し、監査に必要な資料の閲覧・提出、質問へ

の回答等、監査への協力を求めることができるものとし、同時に、協力を求められた部
署は必ずこれに応じることとする。

(c)監査役は、監査の品質・効率を高めるため、適宜、内部監査担当者および会計監査人と
情報・意見交換等の緊密な連携を図ることができるほか、弁護士その他社外の専門家に
随時、相談できるものとする。

(２) 業務の適正を確保するための体制の運用状況

業務の適正を確保するための体制の運用状況は以下のとおりであります。
ａ．原則として月に１回以上開催する取締役会および監査役会において、取締役の職務の執行状

況を監督しております。
ｂ．原則として月に１回以上開催する経営会議において、重要な経営課題に対し経営方針と諸方

策を適切迅速に審議決定し、経営活動の効率化を図り、併せて重要な報告を目的とした会議
体として機能しております。

ｃ．原則として３か月に１回以上開催するコンプライアンス委員会、リスク管理委員会におい
て、取締役および使用人の職務の執行状況、法令遵守状況・リスク管理状況を確認しており
ます。

ｄ．監査役は、取締役会および監査役会への出席の他、定期的に取締役、会計監査人、内部監査
担当等と協議の場を設け、情報収集・情報交換を行っており、特に常勤監査役は、経営会
議、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会等の社内重要会議に出席して随時重要事項
の報告を受けております。

ｅ．内部監査担当は、年間監査計画に基づき内部監査を実施し、監査結果は、代表取締役へ報告
しております。また、定期的な会計監査人・監査役との協議を通じて内部監査に必要な情報
収集・情報交換を行っております。
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株主資本等変動計算書

( 2025年 1 月 1 日から
2025年12月31日まで )
株 主 資 本

純 資 産 合 計
資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計資 本 準 備 金 資 本 剰 余 金

合 計

その他利益
剰 余 金 利益剰余金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 397,073 388,548 388,548 1,623,937 1,623,937 △456 2,409,102 2,409,102

当 期 変 動 額
新株の発行（譲渡制
限 付 株 式 報 酬 ） 23,200 23,200 23,200 46,400 46,400

新株の発行（新株予
約 権 の 行 使 ） 6,493 6,385 6,385 12,878 12,878

剰 余 金 の 配 当 △181,455 △181,455 △181,455 △181,455

当 期 純 利 益 1,088,240 1,088,240 1,088,240 1,088,240

自 己 株 式 の 取 得 △118 △118 △118

当 期 変 動 額 合 計 29,693 29,585 29,585 906,785 906,785 △118 965,946 965,946

当 期 末 残 高 426,767 418,134 418,134 2,530,723 2,530,723 △575 3,375,049 3,375,049

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

建物 ３年～15年
工具、器具及び備品 ３年～15年

個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については定額法によ
っております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

② 無形固定資産（リース資産を除く）
・自社利用のソフトウエア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
・特許権　　　　　　　　 定額法によっております。

(2) 引当金の計上基準
貸倒引当金      債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案
し、回収不能見込額を計上しております。

(3) 収益及び費用の計上基準
　主要なサービスにおける主な履行義務の内容および収益を認識する通常の時点は以下のとおりでありま
す。
① クラウドサービス 主に「iBow」、「iBow レセプト」等、クラウドで提供するサービス

から収益を獲得しております。顧客とのサービス利用契約において、サ
ービスを提供する義務を負っており、当該契約に基づいたサービスを提
供することによって履行義務が充足されると判断し、サービス提供時点
で定額料金および従量課金に基づき認識しております。

② BPaaS　 主に「iBow 事務管理代行サービス」の提供から収益を獲得しておりま
す。顧客との委託契約において、サービスを提供する義務を負ってお
り、当該契約に基づいたサービスを提供することによって、履行義務が
充足されると判断し、サービス提供時点で従量課金に基づき認識してお
ります。
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個別注記表

有形固定資産の減価償却累計額 117,844千円

(4)　その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

（役員に対する譲渡制限付株式の会計処理）
　役員に対する金銭報酬債権の付与時に金銭報酬債権相当額を長期前払費用として資産計上し、役員から
当該金銭報酬債権が現物出資財産として払い込まれたものとして会計処理を行っております。当該長期前
払費用は、付与された金銭報酬債権に対応する職務執行の期間（３年）にわたり費用計上しております。

２. 会計方針の変更に関する注記
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日）等を当事
業年度の期首から適用しております。なお、これによる計算書類への重要な影響はありません。

３. 貸借対照表に関する注記

－ 6 －
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個別注記表

普通株式 15,251,838株

普通株式 242株

決 議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

１ 株 当 た り
配 当 額 ( 円 ) 基 準 日 効 力 発 生 日

2 0 2 5 年 ３ 月 2 7 日
定 時 株 主 総 会 普通株式 181,455 12 2024年12月31日 2025年３月28日

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2026年３月27日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 244,025 16 2025年12月31日 2026年３月30日

普通株式 35,670株

４. 株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

(2) 当事業年度の末日における自己株式の種類及び株式数

(3) 剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの

(4) 当事業年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的とな
る株式の種類及び数
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個別注記表

貸借対照表計上額 時価 差額

敷　　　　　金 157,825 142,656 △15,168

５. 金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
　当社は、資金運用については、安全性の高い預金等の金融資産で運用を行っております。また、資金
調達については、主に自己資金を充当する方針であります。なお、有価証券取引およびデリバティブ取
引は行わない方針であります。

② 金融商品の内容およびそのリスク
　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。営業債務である買掛金のほか、未
払金、未払法人税等および未払消費税等は、すべて１年以内の支払期日であります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
ｱ）信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社は、取引先ごとの期日管理および残高管理を行うとともに、当社の与信管理規程に従い、定期的
に取引先の信用状況を把握し、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

ｲ）資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
　当社は、適時に資金計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持等により流動性リスクを管理
しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等
を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項
　貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については次のとおりであります。

（単位：千円）
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個別注記表

区 分
時 価

レ ベ ル １ レ ベ ル ２ レ ベ ル ３ 合 計

敷　　　　　金 － 142,656 － 142,656

(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の３つのレ
ベルに分類しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した

時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

　時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産および金融負債
（単位：千円）

（注）時価の算定に用いた評価技法およびインプットの説明
　返還時期を見積もったうえ、将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に基づいた利率
で割り引いた現在価値によって算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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繰延税金資産
未払事業税 17,677千円
未払費用 31,333千円
減価償却費超過額 336千円
前受収益 3,354千円
資産除去債務 32,630千円
株式報酬費用 20,961千円
その他 3,977千円

繰延税金資産合計 110,270千円
繰延税金負債

資産除去債務に対応する除去費用 22,679千円
繰延税金負債合計 22,679千円
繰延税金資産の純額 87,591千円

６. 税効果会計に関する注記
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(2) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
　「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立したこ
とに伴い、2026年４月１日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになり
ました。
　これに伴い、2027年１月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資
産および繰延税金負債については、法定実効税率を30.58％から31.47％に変更し計算しております。
　なお、この税率変更による影響は軽微であります。

－ 10 －
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カテゴリー区分 当事業年度

クラウドサービス 2,930,962

BPaaS 440,924

その他サービス 20,536

顧客との契約から生じる収益 3,392,422

外部顧客への売上高 3,392,422

７. 収益認識に関する注記
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

（注）当社は、訪問看護ステーション向けサービス提供事業の単一セグメントであります。

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　「１．重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「(3)収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであ
ります。
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当事業年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 506,913

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 634,557

契約負債（期首残高） 54,815

契約負債（期末残高） 28,459

種 類
会 社 等 の
名 称
又 は 氏 名

議決権等の
所有

（被所有）
割合（%）

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科 目 期 末

残 高

主 要 株 主
役 員 北村 亜沙子

（被所有）
直接
16.2

当社常務
取締役

第５回新株予約
権の行使(注) 11,979 － －

(3) 当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
① 顧客との契約から生じた債権および契約負債の残高等

（単位：千円）

（注）１．顧客との契約から生じた債権
顧客との契約から生じた債権は、主に「クラウドサービス」「BPaaS」の利用に伴う債権等で構成さ
れており、これらの債権の回収期間は、主に１～２か月以内であります。

２．契約負債
契約負債は、「クラウドサービス」の契約に基づく履行に先立って受領した対価に関連するものであ
り、当社が契約に基づき履行した時点で収益に振り替えられるものであります。
当事業年度期首における契約負債のうち、当事業年度において収益に認識した金額は41,118千円で
あります。

② 残存履行義務に配分した取引価格
　当社においては、当初の予想契約期間が１年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用
し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。
　また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

８. 関連当事者との取引に関する注記
（単位：千円）

（注）取引条件および取引条件の決定方針等
第５回新株予約権の行使については、2020年11月30日開催の取締役会決議に基づき付与された新株予
約権の当事業年度における権利行使を記載しております。なお、「取引金額」欄は、当事業年度におけ
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(1) １株当たり純資産額 221円29銭
(2) １株当たり当期純利益 71円75銭
(3) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 71円22銭

る新株予約権の行使による付与株式数に払込金額を乗じた金額を記載しております。

９. １株当たり情報に関する注記

10. 重要な後発事象に関する注記
（自己株式取得に係る事項の決議）

当社は、2026年２月17日開催の取締役会において、会社法第165項第３項の規定により読み替えて適用
される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしました。

１．自己株式の取得を行う理由
経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を図るためであります。

２．取得に係る事項の内容
（１）取得対象株式の種類　　　当社普通株式
（２）取得し得る株式の総数　　172,000株（上限）

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合1.13％）
（３）株式の取得価額の総額　　300百万円（上限）
（４）取得期間　　　　　　　　2026年２月18日から2026年８月18日まで
（５）取得方法　　　　　　　　東京証券取引所における市場買付
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